
児童虐待の防止に向けた体制強化を求める意見書 

  

 児童虐待防止対策は、児童福祉法や児童虐待防止法などを中心に、その改正等により

体制の整備・強化が行われてきたところであるが、現状においては年々虐待通告件数が

増加するなど、深刻な状況にある。 

 児童虐待への迅速な対応に向けては、本年７月には児童相談所全国共通ダイヤル３桁

化が開始され、児童相談所における休日・夜間も含めた体制強化が求められる一方で、

児童虐待防止法の改正により、市町村が虐待の通告窓口となってから10年が経過し、市

町村においても虐待通告や困難事例への対応件数が増加していることから、市町村の専

門性の向上と体制の強化が求められている。 

 児童虐待から子どもの生命と安全を守り、迅速、適切な対応を徹底するためには、児

童相談所機能の更なる充実・強化はもとより、国、都道府県、市町村、関係機関及び地

域住民が一体となり、それぞれの分野で十分に協力し合い、迅速な対応を図ることが重

要である。 

 ついては、国におかれては、尊い子どもの命を守ることができるよう早期発見・早期

対応に向けた体制強化のため、次の事項に早急に取り組まれることを強く要望する。 

  

１ 児童相談所全国共通ダイヤルの３桁化への迅速な対応をはじめ、児童虐待の未然防

止・早期発見・早期対応・再発防止を一層推進するために、夜間・休日も含めた児童

相談所における人員体制の強化及び人材養成に要する財源措置を拡充すること。 

２ 一時保護所における児童の心理的ケアに適切に対応するため、心理専門職配置の義

務化及びその他の一時保護所職員の配置基準を定めること。 

３ 身近な相談や通告の窓口である市町村における相談体制の整備、専門性強化に向け

た人材養成、さらには要保護児童対策地域協議会の強化に要する財源措置を講じるこ

と。 

４ 児童虐待の未然防止に向け、妊娠期から子育て期にわたる総合的、継続的な相談、 

支援体制を強化し、妊娠期から就学に至るまでの継続かつ一貫した虐待対策が図れる

よう、国、都道府県、市町村、関係機関及び地域住民が福祉、保健、医療、教育、警

察それぞれの分野で十分な連携を行うためのネットワークづくりを支援すること。 

  

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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